
2023（令和5）年度　入学生対象

対象 変更箇所 変更前 変更後 変更年月

社会学科 Ⅳ　専攻科目の教育目的および履修方法

社会学科：P.57

２ ）先修制について
　以下の科目は、先修制を取っています。先修条件を満たしていない場合、履修すること
が
できません。
　「社会統計学Ⅱ」（「社会統計学Ⅰ」の先修が必要）
　「社会調査実習」（「質的調査法」「量的調査法」の先修が必要）※１
　「ライティング実習ⅠＢ」（「ライティング実習ⅠＡ」の先修が必要）※２
　「ライティング実習ⅡＡ」（「ライティング実習ⅠＢ」の先修が必要）
　「ライティング実習ⅡＢ」（「ライティング実習ⅠＢ」の先修が必要）
※ １ 　編・転入生については、「社会調査実習」の先修制は適用されません。
ただし、編・転入生で「社会調査実習」の履修を希望する方は、３年次に「質的調査法」
「量的調査法」を履修することが望ましいです。
※ ２ 　原則として科目名に「Ａ、Ｂ、Ｃ…」とあるのは授業内容のちがいを示しているもの
ですから先修ではありません。しかし、「ライティング実習ⅠＢ」のみは「ライティン
グ実習ⅠＡ」の先修が必要です

 

２ ）先修制について
　以下の科目は、先修制を取っています。先修条件を満たしていない場合、履修することが
できません。
　「社会統計学Ⅱ」（「社会統計学Ⅰ」の先修が必要）
　「ライティング実習ⅠＢ」（「ライティング実習ⅠＡ」の先修が必要）
　「ライティング実習ⅡＡ」（「ライティング実習ⅠＢ」の先修が必要）
　「ライティング実習ⅡＢ」（「ライティング実習ⅠＢ」の先修が必要）
※　原則として科目名に「Ａ、Ｂ、Ｃ…」とあるのは授業内容のちがいを示しているもので
すから先修ではありません。しかし、「ライティング実習ⅠＢ」のみは「ライティング実
習ⅠＡ」の先修が必要です。

（ 3 ）並行履修制について
　「社会調査実習」を履修する年度までに「質的調査法」および「量的調査法」の単位を修得
するか、その年度に並行して履修することが必要です。
※　編・転入生については、「社会調査実習」の並行履修制は適用されません。
　　ただし、編・転入生で「社会調査実習」の履修を希望する方は、３年次に「質的調査法」
「量的調査法」を履修することが望ましいです

2023年3月

現代福祉学科 Ⅳ　専攻科目の教育目的および履修方法

現代福祉学科：P.58

ソーシャルワーク実習指導Ⅰとソーシャルワーク演習Ⅱは同じ5セメ配当となるため、先修制の指
定から削除します。ただし、同時履修が前提となります。

同様にソーシャルワーク実習Ⅰとソーシャルワーク実習Ⅱは同じ6セメ配当となるため、先修制の
指定から削除します。ただし、同時履修が前提となります。

2023年3月


